
        予防訪問リハビリテーション利用料  Ｒ3.4.1改定          

 
（１回２０分あたり）（地域別単価 １０．８８円／単位） 

介護度 予防訪問リハビリテーション費 サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 介護保険一部自己負担額 

要介護１～５ 

３０７単位／回 

１割負担の方 ３３５円 

２割負担の方 ６６９円 

３割負担の方１００３円 

 

６単位／回 

１割負担の方 ７円 

２割負担の方１３円 

３割負担の方２０円 

 

１割負担の方３４２円 

２割負担の方６８２円 

３割負担の方１０２３円 

 

 

 

 

 

 

上記利用料は要介護状態に関係なく２０分実施した場合です。４０分実施した場合は約２倍の負担

額となります。 

医療機関または施設を退院・退所または新たに要介護認定を受けた方（支援も含む）  には以下

の＊短期集中リハビリテーション実施加算が算定されます。 

リハビリマネジメント加算(Ａ)イ １８０単位／月 

自 己 負 担 額  １ 割 負 担 の 方  ３ ０ ５ 円 

２割負担：６１０円  ３割負担：９１４円 

 

リハビリマネジメント加算(Ａ)ロ ２１３単位／月 

自 己 負 担 額  １ 割 負 担 の 方  ２ ３ ２ 円 

２割負担：４６４円  ３割負担：６９６円 

 

リハビリマネジメント加算(Ｂ)イ ４５０単位／月 

自 己 負 担 額  １ 割 負 担 の 方  ４ ９ ０ 円 

２割負担：９８０円  ３割負担：１４６９円 

 

リハビリマネジメント加算(Ｂ)ロ ４８３単位／月 

自 己 負 担 額  １ 割 負 担 の 方  ５ ２ ６ 円 

２割負担：１０５２円 ３割負担：１５７７円 

 

リハビリマネジメントについては医師がリハビリテーションの詳細

な指示を実施。指示の内容を記録すること。リハビリテーション計画

書の進捗等を定期的に見直し、介護支援専門員を通じて居宅サービス

事業者への情報伝達等行いリハビリの質の管理をすることが含まれ

ます。 

リハビリマネジメント加算(Ａ)については上記に加えリハビリ会議

の開催（3ヵ月に１回以上）をし、医師が基本的には会議に参加しま

す（テレビ電話やＩＣＴの活用可能）。計画書の説明は療法士が実施

し、医師へ報告します。 

リハビリマネジメント加算(Ｂ)は（Ａ）に加えてリハビリ計画に関し

て、医師が利用者又はその家族に直接説明する事となっています。 

（Ａ）ロ（Ｂ）ロに関しては、計画書等の情報等を厚生労働省に提出

し、有効なリハビリの為に必要な情報を活用していることで算定でき

ます。 

また、いずれの加算も医師がリハビリ担当に対してリハビリテーショ

ンの目的に加えて留意事項ややむを得ず中止する際の基準、利用者様

への負荷量等内、１つでも指示を行うこと。 

リハビリ計画書をおおむね３か月毎に更新すること。 

上記により算定させて頂くことになります。 

 

※ 短期集中  
リハビリテーション 
実施加算 

２００単位／日 

自己負担額 

１割負担の方２１８円 

２割負担の方４３６円 

３割負担の方６５３円 

退院・退所日または新たに要介護認定を受けた日から３月以内
に算定されます。 
１週につき概ね２日以上、１日当たり２０分以上実施した場合
に限ります。 

介護予防訪問リハビ
リの長期利用の減算 

５単位／回 

１割負担の方６円 

２割負担の方１１円 

３割負担の方１７円 

長期利用の場合の評価が減算されます。利用開始日の属する月から

１２月を超える場合減算されます。 

 

○その他費用 

通常事業実施地域外で交通費が発生する場合は片道２００円請求申し上げます。 

 


